
 

報道機関各位 

 

 

新型コロナウイルス感染症の発生について（市内１７９３～１８１８例目） 

前橋市内で２６件(１７９３～１８１８例目)の新型コロナウイルス感染症の患者を確認しました。 
本市では、濃厚接触者の把握を含め、積極的疫学調査、健康観察等を実施しているところです。 

 

市内番号 
（県内番号） 

結果 
判明日 

年代 性別 職業 備考 発症日 
調査時
の症状 

１７９３ 
（１０９３１） 

８月１４日 ２０代 男性 無職 陽性者の接触者 ８月１１日 軽症 

１７９４ 
（１０９４５） 

８月１４日 ２０代 男性 
会社員 

（市外） 
― ８月１４日 軽症 

１７９５ 
（１０９６５） 

８月１４日 ２０代 女性 自営業 ― ８月１３日 軽症 

１７９６ 
（１０９７０） 

８月１４日 ２０代 女性 アルバイト 陽性者の接触者 ８月１２日 軽症 

１７９７ 
（１０９７１） 

８月１４日 ２０代 男性 無職 
市内１７５８例目の

濃厚接触者 
― 無症状 

１７９８ 
（１０９７２） 

８月１４日 ２０代 男性 
自営業 

（市外） 
― ８月１３日 軽症 

１７９９ 
（１０９８５） 

８月１４日 ３０代 女性 
パート 
従業員 

（市外） 
― ８月１１日 軽症 

１８００ 
（１１０２７） 

８月１４日 ４０代 男性 会社員 ― ８月１１日 軽症 

１８０１ 
（１１０４６） 

８月１４日 １０代 女性 中学生 
市内１７６６例目 

の同居家族 
８月１２日 軽症 

１８０２ 
（１１０４７） 

８月１４日 ３０代 男性 自営業 ― ８月１２日 軽症 

１８０３ 
（１１０４８） 

８月１４日 ２０代 女性 無職 ― ８月１１日 軽症 

１８０４ 
（１１０４９） 

８月１４日 ５０代 男性 
会社員 

（市外） 
― ８月１１日 軽症 
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市内番号 
（県内番号） 

結果 
判明日 

年代 性別 職業 備考 発症日 
調査時
の症状 

１８０５ 
（１１０５０） 

８月１４日 １０代 男性 中学生 ― ８月１２日 軽症 

１８０６ 
（１１０５１） 

８月１４日 ６０代 男性 会社員 ― ８月１２日 軽症 

１８０７ 
（１１０５４） 

８月１４日 ３０代 女性 会社員 
市内１７０３例目 

の濃厚接触者 
８月８日 軽症 

１８０８ 
（１１０５７） 

８月１４日 ２０代 男性 
会社員 

（市外） 
― ８月１１日 軽症 

１８０９ 
（１１０６４） 

８月１４日 ３０代 男性 無職 陽性者の接触者 ８月１０日 軽症 

１８１０ 
（１１０６５） 

８月１４日 ６０代 男性 
会社員 

（市外） 
― ８月１４日 軽症 

１８１１ 
（１１０６６） 

８月１４日 ５０代 女性 無職 ― ８月１２日 軽症 

１８１２ 
（１１０６７） 

８月１４日 ６０代 男性 会社員 
市内１７３６例目 

の同居家族 
８月１０日 軽症 

１８１３ 
(１１０７０) 

８月１４日 ２０代 男性 
学生 

（市外） 
― ８月１３日 軽症 

１８１４ 
(１１０７１) 

８月１４日 １０代 女性 
アルバイト 

(市外) 
― ８月１０日 軽症 

１８１５ 
(１１０７２) 

８月１４日 ２０代 男性 学生 
市内１５７２例目 

の濃厚接触者 
― 無症状 

１８１６ 
(１１０７３) 

８月１４日 １０代 男性 
学生 

（市外） 
― ８月１３日 軽症 

１８１７ 
(１１０７４) 

８月１５日 ２０代 女性 会社員 
市内１７７１例目 

の濃厚接触者 
８月７日 軽症 

１８１８ 
(１１０７５) 

８月１５日 ２０代 男性 
サッカー 

選手 
市内１７８０例目 

の同居家族 
８月１３日 軽症 



市内番号 
（県内番号） 

結果 
判明日 

年代 性別 職業 備考 発症日 
調査時
の症状 

県外届出 
（栃木県） 

８月１４日 ３０代 男性 
会社員 

（市外） 
― ８月１３日 軽症 

 
栃木県内の保健所より前橋市内在住者 1 人の新型コロナウイルス感染症発生届の送付を確認し

ました。本件は、栃木県内の保健所に届出が提出されており、本市及び群馬県の発生患者数には含
まれません。 
 
 
※濃厚接触が確認された人には、１４日間の健康観察と外出自粛を要請するとともに、検査を実施

する予定です。検査結果が陽性となった場合は、別途報告します。 
 
 

市民の方へお願い 
新型コロナウイルス感染症に関連して、不当な差別や偏見をなくしましょう。 

 
 

 
報道関係者の皆様へのお願い 引き続き調査を行い、必要な情報は随時発表いたします。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

感染症法第１６条第１項の規定に基づき、感染症の予防のため情報の公表を行いますが、同第２項に

より個人情報の保護に留意する必要があります。報道機関各位におかれましては、報道に当り、プライ

バシーの保護にご配慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保健予防課 感染症対策係 
電 話 ＜平日＞直通 /０２７－２２０－５７７９ 
    ＜夜間・休日＞０２７－２２４－１１１１（当直室）から内線８４－２２１６へ 

 

本件に関するお問い合わせ先 

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や
偏見に基づく差別を行うことは許されません。 

公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。 


